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田
中
利
幸
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧 

三

田
中
利
幸
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

〈
生
年
月
日
〉

一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
五
年
）
一
月
二
九
日

略　

歴

〈
学　

歴
〉

一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
年
）
四
月　

東
京
大
学
入
学

一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
年
）
三
月　

法
学
部
卒
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月　

大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
入
学

一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
年
）
三
月　

博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

〈
職　

歴
〉

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
年
）
四
月　

立
教
大
学
助
手

一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
年
）
四
月　

横
浜
国
立
大
学
助
教
授

一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）　

四
月　
　
　
　

同　
　
　

教
授

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
四
月　

法
政
大
学
教
授



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

四

二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）　

三
月　
　

退
職

〈
学
内
職
歴
〉

二
〇
一
二
年
度
（
平
成
二
四
年
度
）　

法
律
学
科
長
、
法
学
研
究
科
長

二
〇
一
四
、
一
五
年
度
（
平
成
二
六
、
二
七
年
度
）　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
室
長

〈
所
属
学
会
〉

　

・  

日
本
刑
法
学
会

　

・  

国
際
刑
法
学
会

　

・  

国
際
法
協
会

　

・  

国
際
人
権
法
学
会

　

・  

警
察
政
策
学
会

〈
社
会
活
動
〉

①
公
的
活
動
（
委
員
、
陳
述
、
立
案
）

　

・  

財
務
省
：
関
税
等
不
服
審
査
会
委
員
、

　

・  

海
上
保
安
庁
：
政
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
委
員
会
・
海
上
保
安
研
究
会
な
ど
各
種
研
究
会
委
員

　

・  

外
務
省
：
国
際
刑
事
裁
判
所
研
究
会
委
員
な
ど
各
種
委
員
会
委
員



田
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略
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業
績
一
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五

　

・  

警
察
庁
：
行
政
警
察
研
究
会
委
員
な
ど
各
種
研
究
会
委
員

　

・  

警
視
庁
：
風
俗
問
題
研
究
会
委
員
な
ど
各
種
委
員
会
委
員

　

・  
経
済
産
業
省
：
外
国
公
務
員
贈
賄
問
題
研
究
会
な
ど
各
種
研
究
会
委
員

　

・  

大
学
評
価
学
位
授
与
機
構
：
国
立
大
学
教
育
研
究
評
価
委
員
会
専
門
委
員

　

・  

各
省
庁
関
連
法
人
各
種
委
員
会
委
員

　

・  

横
浜
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員

　
　
　

な
ど

　

・  

警
察
法
改
正
参
議
院
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
神
奈
川
地
方
公
聴
会
：
公
述
人
意
見
陳
述

　

・  

海
賊
対
策
ア
ジ
ア
協
力
会
議
：
専
門
家
意
見
陳
述

　

・  

道
路
交
通
法
改
正
参
議
院
内
閣
委
員
会
：
参
考
人
意
見
陳
述

　

・  

ア
ジ
ア
海
賊
対
策
地
域
協
定
（R

eCA
A
P

）
：
協
定
草
案
共
同
起
草

②
国
際
講
演

　

・  

中
国
・
清
華
大
学
：
「
国
際
刑
事
法
と
国
内
法
│
モ
デ
ル
論
│
」

　

・  

中
国
・
清
華
大
学
：
「
企
業
経
営
破
綻
と
経
済
犯
罪
」

　

・  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
大
学
：
「Crim

e Situation in Japan and Contem
porary Problem

s

」（
日
本
の
犯

罪
事
情
と
今
日
的
課
題
）

　

・  

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ブ
リ
ス
ベ
ー
ン
大
学
：
「Crim

inal Law
 in Japan

」（
日
本
刑
事
法
の
特
色
）

　

・  

イ
ン
ド
・
中
国
東
ア
ジ
ア
研
究
所
：
「Crim

inal Law
 and Procedure in Japan

│T
hree W

aves from
 the W

orld

│
」



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

六

（
日
本
刑
事
法
の
歴
史
│
近
現
代
化
と
三
つ
の
波
│
）

　

・  
国
際
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
港
町
大
学
リ
ー
グ
）
：
「International cooperation for preventing piracy

│T
w
o con-

trasting exam
ples of Japan

│
」（
海
賊
防
止
と
国
際
協
力
│
日
本
の
ふ
た
つ
の
対
処
法
│
）

業
績
一
覧

一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
年
）

　

・  「
法
人
犯
罪
と
両
罰
規
定
」『
現
代
刑
法
講
座
第
一
巻
』（
成
文
堂
）

一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
年
）

　

・  「
自
動
車
運
転
者
の
事
故
報
告
義
務
」
警
察
研
究
四
九
巻
二
号
（
良
書
普
及
会
）

一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）

　

・  「
過
料
と
罰
金
・
拘
留
の
併
科
」
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
六
二
号
（
有
斐
閣
）

一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
年
）

　

・  「
企
業
体
の
刑
事
責
任
」『
判
例
刑
法
研
究
第
一
巻
』（
有
斐
閣
）

　

・  「
左
折
車
両
の
後
方
注
意
義
務
」
警
察
研
究
五
一
巻
八
号
（
良
書
普
及
会
）

　

・  「
職
務
質
問
と
所
持
品
検
査
」
行
政
法
の
争
点
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
九
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
所
持
の
概
念
」
警
察
研
究
五
一
巻
九
号
（
良
書
普
及
会
）

　

・  （
書
評
）「
藤
木
英
雄
・
板
倉
宏
『
刑
法
案
内
』」Law

 School N
o.20

（
学
陽
書
房
）
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七

一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）

　

・  『
企
業
犯
罪
・
ビ
ジ
ネ
ス
犯
罪
』（
共
著
）（
有
斐
閣
）

　

・  「
市
議
会
議
員
の
職
務
権
限
」
地
方
自
治
法
判
例
百
選
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
七
一
号
（
有
斐
閣
）

一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
）

　

・  「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
航
空
警
備
管
理
体
制
」
空
港
警
備
管
理
体
制
調
査
報
告
書
（
航
空
保
安
協
会
）

一
九
八
三
年
（
昭
和
五
八
年
）

　

・  「
海
洋
法
条
約
と
刑
事
法
│
領
海
」
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
第
二
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
海
水
汚
濁
防
止
法
と
過
失
犯
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
二
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
新
海
洋
法
条
約
に
伴
う
国
内
法
制
」（
座
談
会
）
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
第
二
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
年
）

　

・  「
行
政
と
刑
事
制
裁
」『
現
代
行
政
法
大
系
第
二
巻
』（
有
斐
閣
）

　

・  「
国
連
海
洋
法
条
約
と
わ
が
国
の
刑
事
法　

海
洋
法
と
海
洋
政
策
七
号
（
外
務
省
）

　

・  「
行
政
制
裁
と
刑
罰
と
の
併
科
」『
団
藤
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』（
有
斐
閣
）

　

・  「
い
や
が
ら
せ
電
話
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
八
三
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
没
収
・
追
徴
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
二
一
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
領
海
外
の
海
域
と
国
内
法
」（
座
談
会
）
新
海
洋
法
条
約
の
締
結
に
伴
う
国
内
法
制
の
研
究
第
三
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
年
）

　

・  「
善
意
取
得
と
関
税
賍
物
罪
」
法
学
教
室
六
三
号
（
有
斐
閣
）



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

八

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）

　

・  「
地
方
税
法
一
二
二
条
四
項
の
法
意
」
警
察
研
究
五
七
巻
一
一
号
（
良
書
普
及
会
）

一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
）

　

・  「
違
反
行
為
を
し
た
代
表
者
の
処
罰
」
警
察
研
究
五
八
巻
一
号
（
良
書
普
及
会
）

　

・  「
出
資
法
の
利
息
」
警
察
研
究
五
八
巻
二
号
（
良
書
普
及
会
）

　

・  「
有
線
電
気
通
信
妨
害
と
可
罰
的
違
法
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
七
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
更
生
処
分
、
超
過
請
求
と
地
方
税
不
納
入
罪
」
警
察
研
究
五
八
巻
七
号
（
良
書
普
及
会
）

一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
）

　

・  「
財
物
の
概
念
」
法
学
教
室
別
冊
三
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
所
得
税
逋
脱
と
不
真
正
不
作
為
犯
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
六
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
粉
飾
決
算
」
新
証
券
・
商
品
取
引
判
例
百
選
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
〇
〇
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
Ⅰ
」（
座
談
会
）
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
第
三
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
市
民
生
活
と
警
察
の
接
点
」（
座
談
会
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
六
号
（
有
斐
閣
）

　

・  『
世
界
大
百
科
辞
典
』（
項
目
担
当
）（
平
凡
社
）

一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）

　

・  「
刑
法
四
条
の
二
」
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
第
四
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
刑
事
法
の
域
外
適
用
」
わ
が
国
の
新
海
洋
秩
序
第
二
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
Ⅱ
」（
座
談
会
）
新
海
洋
法
制
と
国
内
法
の
対
応
第
四
号
（
日
本
海
洋
協
会
）
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略
歴
・
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一
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九

一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）

　

・  「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
み
た
刑
法
と
社
会
」『
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
』（
有
斐
閣
）

　

・  「
国
際
法
益
と
国
内
刑
事
管
轄
」『
国
際
法
と
国
内
法
│
国
際
公
益
の
展
開
│
（
山
本
草
二
先
生
還
暦
記
念
）』（
勁
草
書
房
）

　

・  「
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
認
識
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
﹇
第
三
版
﹈・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
号
（
有
斐
閣
）

一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）

　

・  『
刑
法
キ
ー
ワ
ー
ド
』（
共
著
）（
有
斐
閣
）

　

・  「
船
舶
の
国
籍
」
海
洋
法
・
海
事
法
判
例
研
究
第
三
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
追
跡
権
ま
た
は
接
続
水
域
」
海
洋
法
・
海
事
法
判
例
研
究
第
三
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
通
称
の
使
用
と
人
格
の
同
一
性
」
刑
法
判
例
百
選
﹇
第
三
版
﹈・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
七
号
（
有
斐
閣
）

　

・  （
書
評
）「K

O
K
U
SA

I K
EIJI H

O
（International Crim

inal Law

）by Soji Y
am

am
oto

」T
he Japanese A

nnual 

of International Law
 N

o.34

（T
he International Law

 A
ssociation

）

一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）

　

・  「
犯
罪
の
国
際
的
規
制
と
国
内
法
の
あ
り
方
」『
国
際
化
時
代
の
行
政
と
法
（
成
田
頼
明
先
生
退
官
記
念
）』（
良
書
普
及
会
）

　

・  「
外
国
船
舶
に
よ
る
領
海
で
の
条
約
違
反
と
国
内
法
」
新
海
洋
秩
序
と
海
上
保
安
法
制
第
三
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
イ
ギ
リ
ス
の
没
収
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
一
九
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
麻
薬
新
条
約
の
国
内
法
化
の
あ
り
方
」
横
浜
国
際
経
済
法
学
第
一
巻
第
一
号
（
横
浜
国
際
経
済
法
学
会
）

　

・  「
公
海
上
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
」
海
洋
法
事
例
研
究
第
一
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
条
約
へ
の
対
応
と
国
内
法
」
新
海
洋
秩
序
と
海
上
保
安
法
制
第
三
号
（
海
上
保
安
協
会
）



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

一
〇

　

・  「
地
方
議
会
議
員
の
職
務
権
限
」
地
方
自
治
法
判
例
百
選
﹇
第
二
版
﹈・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
刑
法
に
お
け
る
占
有
の
意
義
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
九
三
年
一
二
月
号
（
日
本
評
論
社
）

　

・  『
排
他
的
経
済
水
域
制
度
と
我
が
国
国
内
法
』（
共
著
）（
外
務
省
）

　

・  「
独
占
禁
止
法
と
刑
事
罰
」（
座
談
会
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
〇
号
（
有
斐
閣
）

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）

　

・  「
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
規
制
」
海
洋
法
事
例
研
究
第
二
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
外
国
船
舶
に
対
す
る
執
行
」
海
洋
法
条
約
に
係
る
海
上
保
安
法
制
第
一
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
北
方
漁
業
と
刑
罰
規
定
」
季
刊
海
洋
時
報
第
七
三
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）

　

・  『
海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
と
我
が
国
国
内
法
』（
共
著
）（
外
務
省
）

　

・  「
海
洋
構
築
物
へ
の
刑
罰
規
定
の
適
用
」
海
洋
法
関
係
国
内
法
制
の
比
較
研
究
第
一
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）

　

・  「
イ
ギ
リ
ス
の
没
収
制
度
」『
現
代
社
会
に
お
け
る
没
収
・
追
徴
』（
信
山
社
）

　

・  「
ド
イ
ツ
の
国
連
海
洋
法
条
約
施
行
法
の
刑
罰
規
定
の
意
義
」『
わ
が
国
が
国
連
海
洋
法
条
約
を
締
結
す
る
実
益
及
び
国
内
法
制
度
の

整
備
』（
外
務
省
）

　

・  『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
・
各
論
』（
共
著
）（
日
本
評
論
社
）

　

・  『
新
判
例
コ
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
巻
』（
共
著
）（
三
省
堂
）

　

・  「
接
続
水
域
│
刑
事
法
的
視
点
か
ら
」
海
洋
法
関
係
国
内
法
制
の
比
較
研
究
第
二
号
（
日
本
海
洋
協
会
）



田
中
利
幸
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧 

一
一

　

・  「Im
plem

entation of International Crim
inal Law

│R
econsideration from

 the Perspective of Japanese Law

」

T
he Japanese A

nnual of International Law
, N

o.38

（International Law
 A

ssociation

）

　

・  「
海
洋
法
関
係
国
内
法
制
の
比
較
検
討
」（
座
談
会
）
海
洋
法
関
係
国
内
法
制
の
比
較
研
究
第
二
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）

　

・  「
行
政
指
導
と
カ
ル
テ
ル
の
違
法
性
阻
却
事
由
」
独
占
禁
止
法
審
決
・
判
例
百
選
﹇
第
五
版
﹈・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
四
一
号
（
有
斐

閣
）

　

・  「
追
跡
権
行
使
と
海
上
保
安
官
の
職
務
執
行
に
対
す
る
妨
害
」
新
海
洋
法
の
展
開
と
海
上
保
安
第
一
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
海
上
で
の
犯
罪
規
制
と
関
連
国
内
法
の
改
正
」
海
洋
法
条
約
体
制
の
進
展
と
国
内
措
置
第
一
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
年
）

　

・  「
刑
事
裁
判
管
轄
の
国
際
化
と
国
内
法
的
履
行
・
国
際
法
的
履
行
」『
国
家
管
轄
権
│
国
際
法
と
国
内
法
│
（
山
本
草
二
先
生
古
稀
記

念
）』（
頸
草
書
房
）

　

・  「
海
の
手
続
法
」『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
』（
有
斐
閣
）

　

・  「
無
害
通
航
に
あ
た
ら
な
い
場
合
の
国
内
法
化
」
海
洋
法
条
約
体
制
の
進
展
と
国
内
措
置
第
二
号
（
日
本
海
洋
協
会
）

　

・  「
密
航
・
密
輸
」
新
海
洋
法
条
約
体
制
の
進
展
と
国
内
措
置
第
二
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  『
海
洋
法
に
関
す
る
海
外
調
査
の
概
要
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
編
』（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
海
洋
法
条
約
体
制
の
進
展
と
国
内
措
置
」（
座
談
会
）
海
洋
法
条
約
体
制
の
進
展
と
国
内
措
置
第
二
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  『
経
済
辞
典
』（
項
目
担
当
）（
有
斐
閣
）



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

一
二

一
九
九
九
年
（
平
成
一
一
年
）

　

・  『
イ
ギ
リ
ス
の
海
洋
科
学
調
査
』（
外
務
省
）

　

・  「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
犯
罪
」
ク
レ
ジ
ッ
ト
研
究
第
二
一
号
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
産
業
協
会
）

　

・  「
旗
国
に
よ
る
停
止
要
求
か
ら
み
た
ボ
ン
ド
と
排
他
的
経
済
水
域
の
環
境
の
保
護
」
新
海
洋
法
の
展
開
と
海
上
保
安
第
三
号
（
海
上

保
安
協
会
）

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）

　

・  「
背
任
罪
に
お
け
る
図
利
加
害
目
的
」
刑
法
の
争
点
﹇
第
三
版
﹈・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
刑
法
の
争
点
（
有
斐
閣
）

　

・  「
警
察
法
改
正
参
議
院
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
神
奈
川
地
方
公
聴
会
公
述
人
：
意
見
陳
述
」
参
議
院
会
議
録
第
一
五
〇
回
国
会　

地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
第
六
号

二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）

　

・  「
密
航
規
制
の
国
際
的
動
向
と
海
上
警
備
」
海
上
保
安
国
際
紛
争
事
例
の
研
究
第
二
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
海
上
に
お
け
る
薬
物
犯
罪
の
取
締
│
国
際
法
と
国
内
法
」『「
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
お
よ
び
管
理
」
と
「
海
洋
秩
序
の
多
数
国
に

よ
る
執
行
」』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
）

　

・  「
刑
事
法
の
原
理
と
国
際
刑
事
裁
判
所
」
国
際
人
権
第
一
二
号
（
信
山
社
）

　

・  「
原
子
力
の
安
全
│
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
」
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究
所
月
報
第
三
一
号
（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究

所
）

　

・  「
不
正
に
簡
易
生
命
保
険
証
書
の
交
付
を
受
け
る
行
為
に
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
」
現
代
刑
事
法
第
三
一
号
（
信
山
社
）

　

・  「
公
海
上
で
、
外
国
船
籍
の
船
舶
か
ら
覚
せ
い
剤
を
受
領
し
て
本
邦
領
海
内
に
搬
入
し
た
事
案
に
お
い
て
、
輸
入
既
遂
罪
の
主
張
を



田
中
利
幸
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧 

一
三

退
け
輸
入
予
備
罪
を
認
め
た
事
例
」
判
例
時
報
一
七
五
八
号
（
判
例
時
報
社
）

二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）

　

・  「
国
際
環
境
刑
法
」
現
代
刑
事
法
第
三
四
号
（
信
山
社
）

　

・  「
領
海
外
の
廃
棄
物
へ
の
対
応
」
海
上
保
安
国
際
紛
争
事
例
の
研
究
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
不
等
な
取
引
制
限
の
罪
の
性
質
」
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
一
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
核
物
質
の
国
際
移
転
と
刑
事
規
制
」『
核
物
質
の
国
際
移
転
に
関
す
る
国
際
法
と
国
内
法
』（
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究
所
）

　

・  「
日
本
法
の
国
際
化
│
国
際
公
法
の
視
点
か
ら
│
（
座
談
会
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
二
号
（
有
斐
閣
）

　

・  『
経
済
辞
典
第
四
版
』（
項
目
担
当
）（
有
斐
閣
）

二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
年
）

　

・  『
環
境
刑
法
の
総
合
的
研
究
』（
共
著
）（
信
山
社
）

　

・  「
名
古
屋
中
郵
事
件
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
﹇
第
五
版
﹈（
有
斐
閣
）

　

・  「
詐
欺
罪
と
財
産
上
の
損
害
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
﹇
第
五
版
﹈・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
七
号
（
有
斐
閣
）

　

・  『
刑
事
法
辞
典
』（
項
目
担
当
）（
信
山
社
）

二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）

　

・  「
外
国
籍
船
舶
上
で
の
犯
罪
へ
の
対
応
」『
排
他
的
経
済
水
域
と
我
が
国
国
内
法
』（
外
務
省
）

二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）

　

・  「
訴
追
」
各
国
に
お
け
る
海
上
保
安
体
制
の
比
較
研
究
第
三
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
有
事
関
連
条
約
に
お
け
る
個
人
保
護
法
制
へ
の
国
内
的
対
応
」（
共
著
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
九
号
六
号
（
有
斐
閣
）



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

一
四

二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）

　

・  「
道
路
交
通
安
全
行
政
の
あ
り
方
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
九
号
六
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
背
任
罪
に
お
け
る
図
利
加
害
目
的
の
意
義
」
刑
法
の
争
点
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
有
斐
閣
）

　

・  「
道
路
交
通
法
改
正
参
議
院
内
閣
委
員
会
：
参
考
人
意
見
陳
述
」
参
議
院
会
議
録
第
一
六
六
回
国
会
内
閣
委
員
会
第
八
号

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）

　

・  「
被
害
軽
微
の
場
合
の
可
罰
的
違
法
性
│
マ
ジ
ッ
ク
ホ
ン
事
件
│
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
﹇
第
六
版
﹈・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
九

号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
安
否
を
憂
慮
す
る
者
の
意
義
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
﹇
第
六
版
﹈・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
〇
号
（
有
斐
閣
）

　

・  「
特
定
船
舶
の
入
港
禁
止
措
置
」
海
洋
法
の
執
行
と
適
用
を
め
ぐ
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
第
三
号
（
海
上
保
安
協
会
）

二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）

　

・  「
公
海
に
お
け
る
執
行
に
係
る
刑
事
訴
訟
法
の
課
題
」
海
洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
第
一
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  『
海
上
保
安
法
制
』（
共
編
著
）（
三
省
堂
）

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）

　

・  「
速
や
か
な
釈
放
制
度
に
つ
い
て
」
海
洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
第
二
号
（
海
上
保
安
協
会
）

　

・  「
談
合
に
対
す
る
刑
事
責
任
」
経
済
法
判
例
・
審
決
百
選
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
号
（
有
斐
閣
）

　

・  『
自
治
体
法
務
検
定
公
式
テ
キ
ス
ト
・
基
本
法
務
編
』（
共
編
著
）（
第
一
法
規
）

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）

　

・  「
調
査
補
鯨
船
へ
の
妨
害
行
為
と
船
長
の
処
罰
」
日
本
の
海
洋
権
益
確
保
と
海
上
保
安
（
海
上
保
安
協
会
）



田
中
利
幸
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧 

一
五

　

・  「
海
賊
対
処
に
お
け
る
司
法
警
察
活
動
と
負
傷
し
た
海
賊
に
対
す
る
手
続
」
海
洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
第
三
号

二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）

　

・  「
差
別
表
現
・
憎
悪
表
現
の
禁
止
に
関
す
る
国
際
人
道
法
の
要
請
と
各
国
の
対
応
│
日
本
法
へ
の
示
唆
〈
刑
法
の
観
点
か
ら
〉」
国
際

人
権
二
四
号
（
信
山
社
）

　

・  『
経
済
辞
典
第
五
版
』（
項
目
担
当
）（
有
斐
閣
）

二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）

　

・  「
刑
事
法
か
ら
み
た
『
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
』」
海
上
法
執
行
活
動
に
関
す
る
諸
問
題

の
調
査
研
究
報
告
書
（
海
上
保
安
大
学
校
国
際
海
洋
政
策
セ
ン
タ
ー
）

　

・  「
捜
査
段
階
に
お
け
る
参
考
人
の
隠
匿
と
証
拠
隠
滅
罪
の
成
立
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
一
号
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
（
第
七
版
）

（
有
斐
閣
）

　

・  「
両
罰
規
定
と
法
人
の
過
失
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
〇
号
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第
七
版
）（
有
斐
閣
）

二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）

　

・  「
国
内
刑
法
か
ら
見
た
『
侵
略
犯
罪
』
規
定
と
国
内
法
の
あ
り
方
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
一
四
巻
二
号
（
有
斐
閣
）

二
〇
一
六
年
（
平
成
二
八
年
）

　

・  『
自
治
体
法
務
検
定
公
式
テ
キ
ス
ト
・
基
本
法
務
編
二
〇
一
六
年
度
版
』（
共
編
著
）（
第
一
法
規
）

　
　

以
降
、
毎
年
補
訂

二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
年
）

　

・『
刑
事
法
学
の
未
来
』（
共
編
）（
信
山
社
）


